
』ｸ…珊附剛'昭冊『岬一M誠!…”

蝿
耐
鰡
珊
叙
詞
司
ｊ
削
屑
隅
伊
脚
鯏
鯏
鮒
鯏
測
剛
珊
粥
矧
識
尋
刊
蠣
鬮
卿
瞬
腕
珊
耐
捌
鯉
蹴
鱸
認
判
Ｊ

・
刺
繍
衲
卿
琳
脚
馴
劉
劉
蹴

叫
鳴

剥

聡

淵

吋

？
耐
矧
糾
間
Ｊ
剰
訓
鯛
脇
鰡
脚
剛
附
蝋
梛
淵
鮒
關
欄
團
認
‐
制
剛
脚
瞬
剛
柵
州
押
側
淵

＝ “寸荊…

蕊"鱸 燕繍
馴繩読辮零‘霊霊肉

二

填聰

雛』

四
Ｆ

識
恋

瀞冊

齢" 臘曲曲

Ⅵ

蕊

識鴬

愚輔
導

霧癬駕瀞
課堪奄 描軸描軸

肝諦

灘
饗

骸

，

毒

跨

匿

跨

謹

認

剰

鯛

矧

珂

誓

《蕊
厨
捧
斗
懸

i憩爺

謝謝 噌蕊

,践
矧 琴

發

可

溺

ｌ

”
鳧

ｒ

爵

‐
藍

■

■

■

■

■

■

■

■

劃

璃

陥

営蓬
＃

熱
癖

蟻

蕊： 塁霊
級
． 影

驚
龍犀

瀞

畦
垂
！
，

一

丹
、
一

Ｆ
Ｐ
鋸

一
一
号
、
恥
暫
梁

塗謹蕊
#

徴

篭

》
》 ＝些

蕊 蝿：ﾎ郵陸誇皇 灘琴

謬
1

霊 ．
画
欧
字
藍
鹿
呵
Ｆ
Ｆ
ｒ

昨雪

，？
露?一律…亭義一

｢

ヅ
壇
鐸

８

議議
藍 海
］ ＃

州
当

I
鶴

ー
輪砧創

A蝿 i4鍜蠅

灘鱗
齢

魂｛

鱸
識

｣灘
駆
醒
憾
醒
睡
師
迩
咽
蛎
啄
肺
眺
岬
軸
脚
皿
榊
繰
Ｗ

叩
陥
毒
奄

咽

牝

哨

朴

囎

鵬

珊

卿

縦

暇

蜘

剛

蝿

叫

ｎ

冊

’

Ｊ

幻

糊

砿

伽

”

蝿

岬

．

刊

囎

泌

蝿

ｊ

５

４
淑
緬
蝿
剛
側
卿
榊
剛
剛
Ｉ

Ｉ
Ｉ
ｉ

靴
１
Ｖ
９
，

叩
’
心
朏
脱
獅
卿
繩
辮
醐
剛

|伽1七訓tS(目次）
{ 高萩協同病院移転先が決定…2～3
i 10月1日から再生資源分別が細分化.

i 家庭系パソコンの回収……4～5
： 悠々自適に過ごしてます………6
i 茨城県女性農業士に沼田さん…7

; 薬剤師さんのｱドバｲｽ………8
i 図書館だより……………………9

i情報宅配便・お知らせ……10～11
:読者情報･スポーツ………12~13
i まちの話題…………………14～15
i ファインダーの向こう…………16

§

1 群

蝋

郡
』

牌》蛍二吋準切叱篭酬
単曜

起
』

ご

辛

計
主塔

王》夕探 埴砲…弱 -. …藍垂…
J …

子＊』 砺罎………麺,垂巾 ‘あ賢心△ ＝ぜ …帯, 斑司匡



●●●●Ｄ
Ｃ
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●蛤
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

ベ
ッ
ト
数
一
八
三
↓
二
一
一
○
以
上
診
療
科
目
一
二
↓
’
五
”

●●●

●
●
●
●
●
●

高
萩
協
両
病
院
》

●●●●●●●●●

…
グ
リ
ー
ン
タ
ウ
ン

て
つ
な
住
宅
団
地
に

協定言調印式の会場で、左から廣木厚生連会長、橋本県知事、岩倉市長

8月18日(月)茨城県庁で橋本畠県知事立ち会いのもと、

高萩市と茨城県厚生晨業協同組合連合会(以下「厚生連｣)が、

高萩協同病院の移転改築に閨する協定＝を締結しました。

内容は、建設場所をグリーンタウンてつな住宅団地（以下

｢てつな団地｣）内とし、建設用地の面積や土地購入黄などそ

れぞれの負担を定めたものです。今月号では病院移転閨係の

｢経過」と「協定＝」の内容についてお知らせします。

‐

､●●●●●●・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

高
萩
協
同
病
院
は
、
ベ
ッ
ト
数
一
八
三
床
で

内
科
、
外
科
、
小
児
科
、
産
婦
人
科
な
ど
診
療

科
目
は
一
二
科
目
に
上
り
、
市
内
医
療
機
関
の

柱
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
続
け
て
い
ま
す
。

し
か
し
建
築
後
四
○
年
を
迎
え
る
こ
と
か
ら
老

朽
化
が
著
し
く
、
手
狭
と
な
っ
て
い
ま
す
。
平

成
七
年
に
行
っ
た
市
民
意
識
調
査
で
は
「
総
合

病
院
の
整
備
」
が
市
民
要
望
の
第
一
位
で
、
診

療
科
目
の
増
加
や
ベ
ッ
ト
数
の
増
な
ど
医
療
内

容
の
充
実
を
望
む
声
も
出
て
い
ま
し
た
。

市
及
び
議
会
か
ら
は
、
こ
れ
ま
で
経
営
母
体

で
あ
る
厚
生
連
に
対
し
て
「
要
望
書
」
を
提
出

し
、
て
つ
な
団
地
内
に
土
地
を
確
保
し
て
無
償

提
供
す
る
こ
と
を
提
案
し
て
き
ま
し
た
。

こ
う
し
た
中
、
昨
年
二
月
に
行
わ
れ
た
市
長

選
で
当
選
し
た
岩
倉
市
長
は
、
市
の
厳
し
い
財

政
状
況
を
踏
ま
え
て
同
年
八
川
ま
で
を
炳
院
問

題
に
つ
い
て
の
検
討
期
間
と
さ
せ
て
ほ
し
い
と

市
議
会
な
ど
に
要
望
。
そ
の
後
五
月
下
旬
に
起

こ
っ
た
日
本
加
工
製
紙
の
倒
産
に
よ
っ
て
市
の

財
政
が
さ
ら
に
悪
化
し
、
当
分
の
間
危
機
的
状

況
が
続
く
こ
と
が
予
測
さ
れ
ま
し
た
。

市
長
は
、
八
月
二
七
日
に
行
わ
れ
た
市
議
会

全
員
協
議
会
で
、
現
在
の
市
の
財
政
状
況
で
は

土
地
代
（
約
一
五
億
円
）
を
負
担
で
き
な
い
と

し
て
、
市
町
村
合
併
の
特
例
債
を
財
源
と
す
る

こ
と
を
視
野
に
入
れ
た
中
で
対
応
を
考
え
て
い

く
こ
と
を
表
明
。
ま
た
今
年
二
月
に
は
、
財
政

負
担
の
少
な
い
高
浜
運
動
広
場
を
移
転
先
と
し

て
提
案
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
厚
生
連
は

四
月
一
五
日
に
移
転
計
画
そ
の
も
の
を
断
念
す

県
の
支
援
策
に
よ
り

財
源
問
題
が
解
決ー

鱗灘謬鰯蕊鍵
〃 平〃昭
1O 成 和
L61 j$

年､‐ 開年年7

月 月
28 ． 23
日 日
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〃 〃
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月 月
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〃
Ｍ
年
２
月
３
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４
月
洲
日
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８
月
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Ⅱ
年
５
月

ノ
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月

脳
月
別
日

Ｊ
１

５
月
旺
日

８
月
別
日

高
萩
協
側
病
院
が
建
設
さ
れ
る
耐
床
）
・

南
側
に
新
病
棟
（
開
床
）
が
増
築
さ
れ
る
。

市
長
、
議
長
名
で
厚
生
連
会
長
宛
て
に

「
要
望
書
」
を
提
出
。
内
容
は
て
つ
な
団

地
へ
の
病
院
移
転
の
要
望
。

市
長
か
ら
厚
生
連
会
長
宛
て
、
て
つ
な
団

地
へ
の
移
転
場
所
の
特
定
を
要
請
。

議
長
と
、
議
会
内
に
設
置
さ
れ
た
総
合
病

院
設
置
促
進
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
）

の
委
員
長
名
で
厚
生
連
会
長
宛
て
、
て
つ

な
団
地
へ
の
場
所
の
特
定
を
要
求
。

厚
生
連
会
長
か
ら
市
長
宛
に
、
こ
れ
ま
で

の
要
望
書
に
対
し
て
地
元
市
町
が
一
元
的

協
力
体
制
に
至
っ
て
い
な
い
こ
と
、
市
か

ら
の
病
院
建
設
費
・
運
営
費
一
部
補
助
が

必
要
と
判
断
し
て
い
る
と
回
答
書
が
届
く
。

厚
生
連
会
長
へ
市
長
・
議
長
・
委
員
長
名

で
、
病
院
移
転
先
候
補
地
の
所
在
地
名
・

地
積
（
三
六
、
五
○
○
平
方
メ
ー
ト
ル
）

を
明
記
し
通
告
。
用
地
提
供
は
無
償
讓
渡
。

厚
生
連
関
係
者
が
、
移
転
新
築
先
を
て
つ

な
団
地
内
に
決
定
す
る
と
明
記
し
た
「
決

定
通
知
」
を
持
参
す
る
。

市
長
選
器
で
岩
倉
幹
良
現
市
長
が
当
選
。

市
議
会
に
「
高
萩
協
同
病
院
の
移
転
新
築

に
関
す
る
決
議
案
」
が
提
出
さ
れ
、
移
転

新
築
を
促
進
す
る
こ
と
が
決
議
さ
れ
る
。

市
議
会
の
全
員
協
議
会
に
お
け
る
市
長
説

明
で
、
市
の
財
政
難
か
ら
て
つ
な
団
地
の

土
地
代
の
負
担
は
で
き
な
い
と
表
明
。

「
高
萩
協
同
病
院
の
存
続
を
求
め
る
陳
情
」

が
議
会
で
採
択
さ
れ
る
。

県
の
あ
っ
せ
ん
で
「
高
萩
協
同
病
院
の
存

続
方
策
に
関
す
る
検
討
会
」
設
置
さ
れ
る
。

厚
生
連
か
ら
市
に
、
協
同
病
院
移
転
新
築

の
白
紙
撤
回
が
通
告
さ
れ
る
。

2
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茨城県 ｜県の融資(9E2, 000万円）蕊灘鰯鱸嬢蕊蕊鬮灘識鶴繕
▼

司ぐ茨城県厚生晨業協同組合連合会（以下「甲」という。 ）

と高萩市（以下「乙」という。 ）とは、高萩協同病院の移

転改築について、茨城県立会いの下、次の条項により協定

を締結する。

（総合的病院の整備）

第1条甲は、県北地域における医療供給体制を確保する

ため、てつな住宅団地に総合的な診療機能を有する病院

（以下「新病院」という。 ）として、高萩協同病院を移

転改築するものとする。

2新病院の規模及び診療科目は、乙の要望を踏まえて甲

が決定する。

（新病院建設用地）

第2条乙は、新病院の建設用地として、てつな住宅団地

に36ヘクタールの土地を確保し、うち3ヘクタールを

甲に提供する。

2乙が前項の規定により確保した土地のうち、甲に提供

した土地以外の土地O6ヘクタールの有償による提供に

ついては、別途甲乙協議する。

（厚生連の負担及び負担方法）

第3条甲は、新病院建設用地黄（平成13年7月に乙が

行ったてつな住宅団地の鑑定評価を基礎とし、その後の

地価下落などを者盧して決定した3ヘクタールの土地の

価額）の概ね2分の1を負担する。

2甲は、前項の負担として、病院現有地（8.823㎡）を

提供し、及び甲乙協議のうえ定める額を支払うものとす

る。

3病院現有地の評価額については、平成14年7月の隣

接地の地価調査価格を基礎とし、その後の価格下落など

を考盧して決定する。

（現病院の解体）

第4条現病院の解体については、乙が行うこととする。

ただし、解体に当たっての留意事項については、甲と乙

で協議する。

（建設費等に対する補助）

第5条乙は、高萩協同病院の計画医療人□を考慮し、建

設費の地元負担額の概ね2分の1を補助する。

2運営黄については、乙が応分の額を補助する。

（診療所の整備）

第6条病院移転後の診療所の整備については、甲と乙が

協議して行うものとする。

（土地の資金手当）

第7条乙が高萩市住宅公社から取得する土地の資金につ

いては、乙が茨城県からの支援を受け手当する。

（疑義の決定）

第8条この協定に定めのない事項及びこの協定に閨し疑

義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。

この協定の締結を証するため、本書3通を作成し、甲、

乙及び県知事が記名押印のうえ各1通を保有する。

平成15年8月18日

甲 茨城県水戸市梅香1丁目1番4号

茨城県厚生晨業協同組合連合会

代表理事会長 廣木 昴

乙 茨城県高萩市本町1丁目100番地の1

高萩市長 岩倉幹良

立会人茨城県水戸市笠原町978番6

茨城県知事 橋本 昌

てつな団地内3. 6haの土地提供

病院建設費・運営費の一部負担

現病院(安良川地内)の解体

高厚
ゞ
生
連

萩
市
し

3haの土地の2分の1相当額を負担

0. 6haの土地有償負担

現病院用地提供(解体費差し引く）

厚
生
連
で
は
、
こ
の
協
定
締
結
に
よ
っ
て
新

病
院
の
ベ
ッ
ト
増
床
の
た
め
の
事
前
調
書
を
県

に
提
出
し
ま
す
。
新
病
院
は
、
移
転
を
機
に
ベ
ヅ

ト
数
二
二
○
床
以
上
と
す
る
ほ
か
、
現
在
非
常

る
と
通
告
し
て
き
ま
し
た
。
移
転
断
念
理
由
に

は
高
浜
運
動
広
場
の
敷
地
面
積
の
狭
さ
、
塩
害
、

騒
音
、
海
抜
の
低
さ
、
駐
車
場
の
利
便
性
な
ど

を
あ
げ
て
い
ま
す
。

そ
の
後
、
県
か
ら
県
の
資
金
（
九
億
二
千
万

円
）
を
融
資
す
る
支
援
策
が
示
さ
れ
た
こ
と
で

市
の
資
金
計
画
の
見
通
し
が
立
っ
た
こ
と
か
ら
、

今
回
、
市
と
厚
生
連
と
が
協
定
書
を
交
わ
す
こ

と
に
な
っ
た
も
の
で
す
。

三
診
療
科
目
が
増
加

ベ
ッ
ト
二
二
○
床
十
ａ

ー

勤
の
脳
神
経
外
科
、
耳
鼻
咽
喉
科
、
麻
酔
科
を

常
勤
体
制
に
し
、
循
環
器
内
科
、
呼
吸
器
内
科
、

皮
層
科
の
三
科
を
新
設
す
る
予
定
で
す
。

こ
の
ほ
か
救
急
体
制
に
つ
い
て
は
、
日
立
医

療
圏
の
中
で
治
療
を
完
結
す
る
「
二
次
救
急
」

を
目
指
す
と
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
診
療
所
を

市
街
地
に
開
設
す
る
計
画
が
あ
り
、
医
師
会
や

厚
生
連
と
の
協
議
が
続
き
ま
す
。

新
病
院
の
開
院
は
、
順
調
に
い
け
ば
平
成
一

八
年
度
の
予
定
で
、
今
後
市
と
厚
生
連
は
協
力

体
制
を
取
り
な
が
ら
す
す
め
て
い
く
こ
と
に
な

り
ま
す
。
最
終
的
な
市
の
負
担
は
土
地
代
や
建

設
費
、
運
営
費
の
補
助
と
し
て
約
一
○
億
円
に

な
る
と
試
算
さ
れ
て
い
ま
す
。

市
の
負
担
約
一
○
億
円

ー

〃
旧
年
６
月
９
日
厚
生
連
会
長
が
知
事
に
移
転
改
築
に
つ
い

て
の
あ
っ
せ
ん
を
依
頼
す
る
。

″
６
月
川
日
市
長
が
茨
城
県
の
あ
っ
せ
ん
案
を
受
け
入

れ
る
と
記
者
発
表
。
土
地
代
は
厚
生
連
と

協
議
し
二
分
の
一
相
当
額
で
提
供
し
、
市

の
負
担
分
は
県
の
融
資
を
活
用
す
る
と
い

う
基
本
的
な
考
え
を
示
す
。

″
７
月
Ⅳ
日
市
臨
時
議
会
で
、
議
案
‐
高
萩
協
同
病
院

の
移
転
改
築
に
伴
う
協
定
締
結
に
つ
い
て
」

が
全
会
一
致
で
可
決
。

″
８
月
６
日
厚
生
連
定
例
理
事
会
で
、
一
部
調
整
事
項

を
盛
り
込
ん
だ
高
萩
市
と
の
協
定
善
案
が

承
認
さ
れ
る
。

″
８
月
脳
日
市
臨
時
議
会
で
、
議
案
「
高
萩
協
同
病
院

の
移
転
改
築
に
関
す
る
協
定
書
の
変
更
に

つ
い
て
」
が
全
会
一
致
で
可
決
。

″
８
月
Ⅲ
日
高
萩
市
と
厚
生
連
が
「
協
定
書
」
に
調
印
。
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現在の再生資源分別

生
資
源
分
Ⅷ

生
資
源
分
湖

高
萩
市
・
十
王
町
事
務
組
合
で
は
、
’
○
月
一
日
か

ら
再
生
資
源
の
分
別
を
見
直
す
こ
と
に
し
ま
し
た
。
細

か
く
分
別
す
る
こ
と
で
よ
り
資
源
と
し
て
活
用
で
き
る

よ
う
に
な
る
こ
と
か
ら
実
施
す
る
も
の
で
す
。
限
り
あ

る
資
源
を
大
切
に
す
る
と
と
も
に
循
環
型
社
会
を
目
指

す
た
め
、
引
き
続
き
み
な
さ
ん
の
ご
協
力
を
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

ま
た
同
日
か
ら
家
庭
系
パ
ソ
コ
ン
の
リ
サ
イ
ク
ル
が

全
国
一
斉
に
始
ま
り
ま
す
。

コゴ

匙
10月1日からの再生資源の分別 匡更丙詞

’

ー

高萩市・十王町事務組合
召22－2917

北部衛生センター
召23－6886

再生資源については、今後も無料収集が続けられます。家庭から

排出する段階で上の表のように分けて、それぞれの品目ごとに指定

された日に集積所に出すようお願いいたします。

金
属
類
に
つ
い
て
は
三
種
類
に
分
別
を
お

願
い
し
ま
す
．
空
き
缶
の
場
合
ス
チ
ー
ル
缶

だ
け
、
あ
る
い
は
ア
ル
ミ
缶
だ
け
に
分
別
し

て
つ
ぶ
さ
ず
に
透
明
袋
に
入
れ
て
出
し
て
く

だ
さ
い
。
そ
の
他
の
金
属
は
透
明
袋
に
入
れ

る
か
、
き
ち
ん
と
結
束
し
て
出
し
て
く
だ
さ

い
（
長
さ
二
メ
ー
ト
ル
以
内
）
．

ピ
ン
類
に
つ
い
て
も
ビ
ン
の
色
別
に
三
種

類
に
分
別
を
お
願
い
し
ま
す
。
ご
み
集
積
所

に
は
色
別
の
ネ
ッ
ト
袋
が
備
え
付
け
て
あ
り

ま
す
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
決
め
ら
れ
た
色
の
ビ

ン
を
入
れ
て
排
出
し
て
く
だ
さ
い
．

・
茶
色
ピ
ン
は
オ
レ
ン
ジ
ネ
ッ
ト
袋

・
無
色
ピ
ン
は
白
ネ
ッ
ト
袋

・
そ
の
他
の
ピ
ン
は
緑
の
ネ
ッ
ト
袋

紙
や
布
類
は
、
い
ず
れ
も
ひ
も
で
十
字
に

結
ん
で
出
し
て
く
だ
さ
い
。
雨
の
日
は
透
明

袋
に
い
れ
る
か
、
次
の
収
集
日
に
出
す
よ
う

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
．

今
回
、
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
が
新
た
に
リ
サ
イ

ク
ル
品
目
に
加
わ
り
ま
す
．
ご
み
集
積
所
備

え
付
け
の
青
ネ
ッ
ト
袋
に
入
れ
て
排
出
し
て

く
だ
さ
い
。

※
ネ
ッ
ト
袋
は
事
前
に
ご
み
集
積
所
責
任
者

の
方
へ
配
布
し
ま
す
。

金
属
類
は
素
材
別

ピ
ン
は
色
別
で
分
別

新
た
に
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル

紙
・
布
類
は
濡
れ
な
い
工
夫
で

』
■■■

紙類

新
間
紙

雑
誌
類

ダ
ン
ボ
ー
ル

布類
発泡スチ

□－ル

白
色
の
み

金属類

ス
チ
ー
ル
缶
・
ア
ル

ミ
缶
・
そ
の
他
金
属

ピン類

ビ
ー
ル
そ
の
他

一
部
の
酒
ピ
ン

紙類

新
間
紙

雑
誌
類

ダ
ン
ボ
ー
ル

布類
発泡スチ

□－ル

白
色
の
み

金属類

ス
チ
ー
ル
缶

ア
ル
ミ
缶

そ
の
他
金
属

ピン類

ビ
ー
ル
ビ
ン

色別

茶
色
ピ
ン

垂

色
ピ
ン

そ
の
他
ピ
ン

ペット

ボトル

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル



｢集団回収登録団体」を 10月1日からの再生資源の排出方法

募集しています
●補助金額

再生資源1kgあたり8円（自己搬入

しない場合はlkgあたり5円） と、実

施した月ごとに2, 000円の合計額

●補助金を受け取ることができる団体

地域単位の子供会など、おおむね20

世帯以上で構成される営利を目的とし

ない団体。 （年6回以上実施すること）

※北部衛生センター構内を車で走行す

る時は、事務組合が発行する登録証を

フロントガラスに掲示してください。

詳しいことは、高萩市・十王町事務組

合へお問い合わせください。

分類 一 排出方法（分類ごとに区別して出してください）

新聞紙一雑誌類 紐で十字に結束、雨天の場合は透明袋で出すこともできます。

ダンボール・布類 〃 、 （布類は少量の場合は透明袋で出すこともできます）

収集区分

紙・布

の日

･アルミ缶・スチール缶アルミ缶だけ、またはスチール缶だけに分けつぶさずに透明袋で〔

・その他の金属 缶以外の金属類は透明袋で、袋に入らないものはきちんと結束。

・発泡スチロール 発泡スチロール製品（白色のものに限る）を透明袋に入れて。

・ビールビン 専用ケース又は透明袋、できるだけ販売店に引き取ってもらう。

，茶色のピン 茶色のピンだけを備え付けのオレンジネット袋へ入れます。

・無色のピン 無色透明、無色艶消しのピンだけを備え付けの白ネット袋へ。

※ほんの少しでも着色されている透明ピンはその他ピンへ。
・その他ピン 茶色、無色以外のすべての色のピンを備え付けの緑ネット袋へ。

※必ず空にして水ですすぎキヤヅプを取る。ラベルははがさなくてもよい。

◎ラベルに記載されているリサイクルマークを確認する

・ペツトボトル 水ですすぎ、キャップとラベル（不燃ごみ）を取って備え付けの

青ネットヘ。粘着テープのラベルは、はがさなくてけつこうです‘

缶・発泡

の日

ピン

の日

ペット

の日

※着色したり汚れた発泡スチロール、割れピン、化粧ピン、油ピンは不燃ごみになります《
…一ｰ一一ｰ～ｰ一一シ～一一シー、ヘハーーハーー…ジン、ヅーハーシーーハーーー＝一

く …

疑
潅
系
パ
剛
弓
〆

く
誹
訳

〕
唱
設
…
、
設
杯

Ｆ
■
リ
サ
イ
ケ
ル

家庭系パソコンは、資源有効利用

促進法に基づいて10月からメーカー

による回収リサイクルが始まります。

10月以降に販売されるパソコンには

PCリサイクルマークが表示され、

排出（廃棄）する時は消費者が負担

することなく各メーカー等が使用済

みパソコンを引き取ります。

これに対し平成15年9月までに販

売された家庭系パソコンを排出する

場合は、 「回収リサイクル料金」を

支払っていただくことになります。

メーカー等
ー

リサイクル

各メーカー連絡窓口一覧表
(ホームページ htip://www.pc3r. jp…電子情fli技術産業協会）

対象機器

家庭から不用品として排出される、デスクトップ本体、

ノートブックパソコン、ディスプレイ （ディスプレイー体

型パソコン含む)、パソコンと一体として販売されたキー

ボード、マウス、ケーブルなどの付属品（パソコンといっ

しょに排出する場合のみ。パソコンと別に排出する場合は

回収リサイクルの対象外)。

社’名’ 字 '‘ ‘ 問い合わせ先 “

121コレクトセンター谷0120-977-121

受付時間: 9:00～17:00 (祝日を除く）

フリーコールを利H1できない場合恋03-3768-2337

日本電気㈱

パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口

50120-950-222 受付時間: 9:00～17:00

束芝PCダイヤル召0570-00 3100

受付時間: 9:00～19:00,無休

日立リサイクルホヅトラインB0120 12-5006

受付時間: 9:30～17:00 (i･日・祝日休業日除く）

製品事業部ソリューションサービス推進

603-5563-6464受付|1#IM: l0:00～l1:45, 12:45～17:00!

（土'H｡祝日・ l2月301=|～1月3日、 6月17日除く）

ー

富士通㈱

㈱東芝 排出（リサイクル）手|||頁

①排出者（ユーザー）は、パソコンの製造販売メーカーに

回収を申し込む。

②回収リサイクル料金をメーカー指定の方法で支払う。

（例郵便局、 コンビニなど）

③リサイクル専用の「ゆうパック伝票」が送付されてくる。

④パソコンを梱包し、伝票をはり、最寄りの郵便局へ持ち

込むか、伝票に記載されている連絡先の郵便局に電話し

て戸口集荷を依頼する。

日本アイ

エム㈱

ビー

パナソニックパソコンお客隙ご相談センタ-50120-87-3029

受付時間: 9:00~20:00,1鮴

タ個人|filけPCIjサイクルサービス準1瞳恋044-356-4298

受付llfill : 9:00～17:30 (昼休み、 ニヒ.H･祝日除く）

松下電器産業㈱

デルコンピュ

㈱

三菱でんきインフォ

メーションテクノ

ロジー㈱

情淵機器リサイクルセンター

受付llfWI 9:00～17:00 (Et

http://www・pc-eco

803-5821-2778 (10111 1]運転開始）

日 ，細’年末年始等の休業日は除く）

jp (近日公開予定）

回収リサイクル料金(各ﾒｰｶｰ共通料金）

デスクトップパソコン本体 3， 000円

ノートブックパソコン 3， 000円

CRTディスプレイ 4, 00()円

CRTデイスプレイー体型パソコン 4, 000円

LCDディスプレイ 3, 000円

LCDデイスプレイー体型パソコン 3, 000円

シャープ㈱

㈱イーヤマ

環境安全本部グリ

サービスセンタ

受付時間: 9:OC

グリ

00

ーンサイクル企画部イクル企画部 806-6625-1627

8025-521-9207

:00 (指定休日は除く）～17

セイコーエプソン㈱

エプソン販売㈱

エプソンダイレクト㈱

エプソンダイレクト株式会社召0120-545-101

受付時間： 9:00～17:00, 17:45～19:00

（土｡ LI ｡祝日．及び指定休日は除く）
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